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べトナムの財政

田　近　栄　治

1べトナム財政の足取り

　1975年4月30日，サイゴンは陥落し，南ベトナムは解放された．その後

の南北統一は，北ベトナムの強力な政治的指導のもとに，北による南の事実

上の併合によって実現することになる．ベトナム労働党は，翌76年12月，

16年ぶりに第4回党大会を開催し，党名をベトナム共産党として，ベトナ

ム全土に社会主義建設を開始した

　べトナム全土の社会主義建設を目指した経済政策が，76年からの第2次5

力年計画で，ソ連型の重工業に重点をおいた急速な工業化が図られた．しか

し，農業の集団化や，賃金・穀物・その他原材料の買い上げ価格の統制，南

ベトナムにおける工場の接収などによる，急ぎ過ぎた工業化の結果，農工業

の生産インセンティブが著しく低下した．一方政治的には，カンボジア侵攻，

中越紛争という，新たな政治的な困難が生じ始める．こうしたなかで，第2

次5力年計画の失敗にどのようにして対応していくかが，緊急な経済問題と

して浮上するようになった．

　その後の改革では，社会主義の本質的な課題である生産意欲の喪失といっ

た事態を打開すべく，一連の政策が試行される．こうした改革の到達点が，

1986年に開かれた第6回党大会で採択されたドイモイ（刷新）であった．

そこに至るまでの過程は，すでに三尾（1988），白石（1993），木村（1996），古田

（1995），Ffo「deandVylde「（1996）およびT「anHOangKim（1996）らの著

作によって詳細に跡付けられているが，二つの大きな経済改革が試みられた．
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　まず，79，80年に経験する経済破綻の中で，79年9月に開かれた第4期

第6回中央委員会総会において，社会主義工業化から消費財の増産と地方工

業の発展に重点をおいた新たな政策が指向された．すなわち，食料供給ノル

マの据置や農産物価格の引き上げ，生産請負制度などにより農業合作社の生

産意欲の増大を図るとともに，工業部門では，国営企業に一部経営の自主権

を認めた．

　その後，81年からどん底の経済状況から脱するが，そこに残されたもの

は膨大な財政赤字と，それにともなう深刻なインフレであった．そうしたな

かで，経済改革の第2段として，財政赤字の元凶である補助金財政の改革が

不可避となってくる．そこで，それまで生活必需物資への価格補給金，輸出

奨励基金，国営企業の赤字補墳などによって支出されていた補助金をカット

する一方，賃金の引き上げを図った．いわば，社会主義下における止めども

ない価格の歪曲の是正を図ったのである．そして，通貨の面でもベトナム・

ドンのデノミと米ドルとの交換比率の切り下げが行われた（もっとも，通貨

の切り下げにともない，国内インフレが増進し，その上預金の凍結がなされ

たため，人々の自国通貨への信頼をますます低下させるという問題も生じ

た）．

　このように，補助金を価格に組み込むことによづて財政赤字を縮小しよう

としたのが85年の改革であったが，現実には賃金の引き上げにともない財

政赤字が増大して，インフレはますます加速されることになった．こうした

事態のなかで，86年の第6回党大会では，第2次（76－80年）およぴ第3次

（81－85年）5力年計画では社会主義改造政策が急進的であったため生産性の

停滞を招いたことが指摘された．そして，農業，とくに食糧と食品生産を最

重視し，消費財生産と輸出品生産にカを入れ，重工業はこの3つの生産に寄

与することが新しい経済政策（ドイモイ）として調われた．そして，国営，

集団経営以外にも私的経営，個人経営などマルチセクターを許容することな

ども新たな政策として打ち出された．このようにベトナムでは，経済政策の

重点を工業から農業，輸入代替から輸出優先，国営セクター独占からマルチ
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セクターへと大きく移しかえることによって，経済の活性化が図られること

になった．

　こうして開始されたドイモイであったが，その前途は多難であった．なん

といっても，補助金財政の改革が徹底せず，財政赤字が通貨の発行によって

ファイナンスされ続けられたため，インフレに歯止めがかからなかった．一

方，ベトナム経済の特徴である海外からの援助にも大きな変化が生じた．

1970年代後半の中国との紛争からペトナムは，ソ連に大きく傾斜していた

が，その頼みのソ連が崩壊し，外からの資金が激減した．崩壊の危機に直面

したベトナム経済にとって，インフラの整備や老朽化した国営企業の肩入れ

のために切り札として残されていたのは，政府による強制貯蓄，すなわち租

税の強化しかなかった．89年から行われたベトナムの財政改革は・支出と

歳入の二つの側面から，ベトナム経済の立て直しを図ることであった・

　本稿の目的は，以上たどったベトナムの経済改革における財政の実態を明

らかにすることである．こうした検討を進める過程で直面する大きな問題の

一つは，ドイモイ以前の財政資料の入手がきわめて困難なことである．そこ

で，第2節では80年の中頃から，入手できた統計などをたよりに，ベトナ

ムが不退転の決意で望んだ80年代末の財政改革までの時期を検討する、

　つづいて第3節では，破局を迎えた経済のなかでベトナムが行った財政改

革を検討する．一連の改革後ベトナムは，経済成長率も上がり，物価も安定

を取り戻していった．しかし，それと並行して市場経済化が推し進められて

いったわけではない．そこで第3節では，マクロで達成された経済成長と安

定の一方，ベトナムが掲げている「漸進的」な経済改革についても・財政の

視点から検討する．とくに，依然として国営企業に大きく依存している財政

の構造と，中央と地方の財政調整に焦点をあてて，ベトナムが今後解決して

いかなけれぱならない諸問題を明らかにする．

21989年改革までのベトナム経済と財政

ベトナムは，1989年に歳出カットと新税制による増税からなる大改革に
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　　　　　　　表2－1改革までのベトナム財政（1984隼一1988年）

年
経常支出の財政総支出にしめる割合（％） 補助金の財政総支出にしめる割合（％） 財政赤字の歳入にしめる割合（％）

1984 76．7 29，3 一23．4

1985 69．1 17．6 一82．1

1986 724 15．1 一44．5

1987 77．5 29．3 一35．8

1988 79．7 30．O 一67，6

（出所）　ベトナム大蔵省資料

表2－2補助金の経常支出割合

年 補助金の経常支出にしめる割合（％）

1984 38．2

1985 25．5

1986 20．8（21．4）

1987 37．8（38．2）

1988 37．6（37．5）

　　　　　　　　（出所）ベトナム大蔵省資料，括弧内の数字は，

　　　　　　　　世界銀行（1992）による．

望むが，ここではこの改革までの財政状況を示す．すでに述べたように，財

政資料はきわめて乏しいが，ベトナム大蔵省から入手した資料などによって，

1984年から88年までの期間を対象にして検討を進める．

　表2－1は・この間の財政指標を示したものである．まず，指摘すべきこと

は，財政支出にしめる経常支出（Current　Expenditure）の割合が大きいこ

とである．歳出総額の70％から80％にまで達していることは注目するべき

であろう．次に，経常支出のなかの補助金の割合も大きい．この点は，さら

に補助金の経常支出に対する割合をみることで明らかとなる．表2－2は，そ

の結果を示したものであり，参考までに86年からは世界銀行の資料に掲載

されていた数字も掲げている．この二つの表から明らかなように，総支出の

30％，経常支出の40％近くも補助金が交付されていた年もある．
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表2－3小売り価格（Retai1Sales　Prices）の対前年上昇率（％）

1980　　　　81　　　　82 83　　　84　　　85 86　　　87　　　88

　　125．5　　　169．5　　　195．4　　　149．6　　　164．9　　　191．6　　　487．3　　　301．3　　　308．2

　　（出所）世界銀行（1992）

　その結果，ベトナムは，膨大な財政赤字となる．表2－1の第3欄は，歳出

合計から歳入合計を引き，その歳入にしめる割合を示したものであるが，そ

の大きさに圧倒される．70年後半以来のカンボジア侵攻，それにつづく中

国からの支援の打ち切り，そして減少をたどるコメコンからの支援といった

外的な要因があるにせよ，財政赤字，インフレ，補助金の拡大，財政赤字の

拡大……といった際限のない悪循環に陥った経済の状態をここから読み取る

ことができる．

　このような補助金づけの財政体質から生じたインフレもまた，歯止めがき

、かなかった．表2－3は，この間の物価指標として小売り価格の上昇率をとっ

たものであるが，財政赤字の拡大とまさに呼応するかのように，インフレは

天丼知らずで増大していく．80年代に入ってインフレは一貫して高い水準

であったが，後半になると財政赤字の拡大にともないもはや手の施しようの

ない状態となっていった．

　そこで財政の抜本的な改革を避けて通ることがことができなった．改革が

直面した困難や改革の内容を検討する前に，社会主義のアキレス腱ともいう

べき，歳入面の欠陥についてふれたい．べトナムに限らず，社会主義財政は，

国営企業からの上納金（Transfer）によって支えられていた．これは，国

営企業の経営がよく，高い利潤を上げていたというわけではない．とくにベ

トナムでは，上にみたように資本投資が長い間ほとんど行われず，生産設備

は更新されぬままであった．

　それにもかかわらず，国営企業から上納金を上げていられたのは，価格介

人によっていた．すなわち，農産物や工業の原材料を低い価格で調達する一

方，生産物は独占的に供給されるので，ここから「利潤」が生じたのである．

ところが，80年代に入って，農産物価格や原材料費が上がるにともない，

759



（6）　　　一橋論叢　第117巻　第6号　平成9年（1997年）6月号

表2－4改革前の歳入問題

年 歳入にしめる国営企業からの上納金の割合（％）

1984 72．3

1985 77．4

1986 72．2

1987 75．1

1988 60．O

（出所）　ベトナム大蔵省資料

国営企業の経営は急速に悪化した、これが，財政赤字をさらに深めていった．

　表2－4は，歳入にしめる国営企業からの上納金の割合を示している．この

表から，歳入の大幅な欠陥が生じながらも，依然として国営企業からの歳入

依存の状態がおさまらないことがわかる．また，ここでとくに注意が必要な

ことは，この表からベトナムでは，国営企業が税を負担したと考えてはなら

ないということである．

　うえに述べたように，国営企業の利潤の源泉は，投入財価格のコントロー

ルと産出物の独占的な価格付けにあった．その間の国営企業の生産性は高い

わけではなかづたのであるから，税は結局，投入財の供給者と生産物の購入

者が支払ったわけである、それが直接の支払いではなく，インフレの形をと

ったとしても，税負担が国営企業から国民へと転嫁されていたという事実は

変わらない．

　このように，価格のきびしいコントロールのもとに，国営企業に利潤を出

させる一方，その利潤を可能にした補助金政策（これにより，国営企業の価

格を維持することが可能になった）のつけは，財政赤字となって3桁のイン

フレを引き起こしたのであるが，それが社会主義国ベトナムの真の税であっ

た．社会主義の名のもとのこうした放漫財政が経済に及ぼした効果もまた，

深刻であった．

　そのなかでも，インフレが国内貯蓄に与えた効果は，想像を絶するほど大

きかった．1990年以前のマクロデータは入手しがたいが，87年以降入手で
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表2－5財政改革前の国内資源の動員

対GDP国内投資比率
国内貯蓄比率

投資一貯蓄ギヤツプ

1987 11．0 3．2 7．8

1988 10．O 1．4 8．6

1989 9．7 3．7 6．0

1990 8．7 6．7 2．O

（出所）　lMF資料

衰2－6　マネタリー・データ（各指標の対GDP比率）％

1986 1987 1988 1989 1990

貨幣供給量（M2） 8．2 10．O 10．5 19．6 17．5

うち国内通貨 8．1 9．4 9．6 13．7 11．8

貨　　幣 4．1 4．4 4．2 6．6 6．0

ドン預金 4．1 5．O 5．3 7．1 58

家計預金 O．6 0．8 02 3£ 3．4

国際通貨 0．1 0．6 1．O 5．9 5．7

　　　　　（出所）世界銀行（1992）．5ぺ一ジ．

きたIMFの資料によると，国内投資と貯蓄のGDP比率は，次の表2－5に

示された通りである．

　3桁のインフレに見舞われ続けると，国民の貯蓄行動がどのようになるか

をこの表ほどはっきり示したものもあるまい．データの信頼性など注意すべ

き点は多いかもしれないが，粗投資がGDPの1O％にしか達していない事

実の背後に，きわめて低い貯蓄問題があることは否めないであろう．インフ

レによる国への信頼の欠如は，これだけ低い貯蓄率となって跳ね返ってくる

のである、低い貯蓄は，低い投資となり，経済をさらに停滞させる。家計の

国内通貨への信頼が，この間どのくらい低くなっていったかは，次のマネタ

リー・データ（表2－6）によっても把握することができる．

　ベトナム経済において貨幣の浸透が低いことは，知られている．インフレ

で通貨の価値が下落し続ける限り，金融面での深化が困難であることは避け
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られない．その原因の一つに家計の低貯蓄率がある．上で家計の低い貯蓄率

を指摘したが，投資の源泉となIる預金という形でさらに家計貯蓄をとらえる

と，1986－88年では家計のドン預金は，じつにGDPの1％にも及ぱないの

である．その他のタンス預金の多くは，金かドルであろうが，それらは資本

市場を経由して投資へとなかなか結び付かないので，80年代までのベトナ

ムでは，投資金融ということはあり得なかったのである．

　ベトナムは貧しい。しかし，その貧しさは，多分に作り出された貧しさで

あったと言ってよいであろう．一度価格に介入すると，農民も，そして彼ら

から低い価格で調達した原材料と，低い農産物価格が可能にした低い人件費

を基礎に成り立つ国営企業も，すぺて生産性を上げようというインセンティ

ブを失ってしまう．国営企業の独占的な生産物は，補助金なしには販路を見

出すことはできない．その結果が，インフレであり，結局国民は，こうした

低生産性のつけを，購買力の切り下げを通じて支払わされたことになる　そ

れに対する，一人一人の国民の合理的な対応は，経済をますます貧しくし，

国民の希望を失わせたのである．

3　ベトナムの財政改革

　こうした深刻な経済停滞からの脱却を目指して，第1節の財政改革の足取

りにみたように89年から本格的な財政・金融改革が進められた（この時期

に行われた重要な改革は，表3－1にまとめられている）．86年にドイモイの

かけ声とともに，国営部門とその他部門の共存を図りつつ，重工業だけでな

く農業とのバランスも図ることを調った経済改革が始められたが，旧ソ連の

崩壊にともない外国からの支援が途絶えたことをきっかけに，待ったなしの

改革がなされたのである．ここでは，税制，歳出，政府間財政調整の三つの

側面からベトナムの財政改革を考える．

3．1税制改革

　税制では，88年から一連の改革がなされた．現在（96年）も税制改革が

行われようとしているが，それとの比較でこの時期を改革の第1段階とよぷ
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　　　　　　　　　　　　表3－1ベトナムの財政改革

1987年

　　海外投資法（Foreign　lnvestm㎝t　Law）が国会を通過．88年から施行．

1988年

　　銀行改革が始まり，国家中央銀行から商業銀行が分離される．

1989年

　　価格の自由化（ただし電力，住宅，規制産業を除く）

　　預金金利の引き上げにより実質金利のプラスヘの転化

　　外国為替レートの自由化（ベトナムドンの切り下げ）

　　輸入関税，輸出補功金などの縮小

　　課税対象となる財の拡大

1990年

　　国営企業の整理・合理化

　　新税法の成立と施行

　　取引高税（Tumover　Tax），特別物品税（Special　Consumption　Tax），利

　　潤税（Pro趾Tax）の法制化

1991年

　　財政赤字の中央銀行による融資の廃止

1992年

　　金融引き締めによるインフレの沈静化

1993年

　　国営企業の再登録制

　　国営企業への信用補助の廃止

　　財政改革（土地利用税の導入，公務員への現物支給を給与に完全に代替）

1994年

　　国営企業法の成立

　　国家予算法の準傭

1995年

　　90年に続く．税制の第2段目の改革

　　予算法の草案の完成

1996年

　　予算法の成立

　　付加価値税，利潤税，個人所得税の改革の議論が始まる

（出所）　ベトナム大蔵省資料
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表3－2新税制

法律（Tax　Laws） 輸出・輸入税 1988年1月
売上高税 1990年10月

特別物品税 1990隼10月

利潤税 1990年10月

農業土地利用税 1994年6月
土地譲渡税 1994年7月

法令（Tax　Ordinances） 天然資源税 1991年1月
高額所得者への所得税 1991年4月
土地・家屋税 1992年10月

政令（Govemment　Decrees） 事業許可税 1991年

屠殺税 以下，同じ．

土地取得税

通信税

国営企業資本利用税

（出所）　ベトナム大蔵省資料

ことができるだろう．改革の経過は，次の表3－2に示されたように，法律

（Tax　Laws），法令（Tax　Ordinances）と政令（Govemment　Decrees）

の面で屋上屋を重ねるといってよいほどの仕組みが作られた．どこからでも，

税が取れれば取る，というこの改革の実態を裏付けていると言ってよいであ

ろう．

　この新税制によって，主として二つの改革が行われた．まず第1に，国営

企業に多くの税収を依存しつつも，すべての事業主体に共通に課税すること

を目的にして，売上高税と利潤税を中心とした税体系が導入された．そのほ

か，輸出・輸入税の徴税を強化し，個別物品税である特別物品税を酒，たば

こ（その後の改正では乗用車，ガソリン）などに課けることになった．その

ほか，土地利用税として農業税が課された（しかし，収穫額の評価額が低い

こ・とにより税収規模は，小さい）．また，この税は一般の土地にも課けられ

ている．

　租税面における第2の改革は，徴税機構を強化したことである．この面で

は，90年にそれまでの徴税機構であった，DepartmentofStateSector，De一
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表3－3歳入と歳出のGDP比率

（11）

1989 1990 1991 1992 1993
1994暫定値

1
9
9
5
予
算

歳　　入歳　　出
1
4
，
6
2
5
．
4

1
4
，
7
2
2
．
7

1
3
，
5
1
7
．
2

1
9
，
0
2
2
．
7

2
2
，
3
2
8
．
5

2
4
，
7
2
7
，
1

2
4
3
2
5
．
8

経常支出 19．3 17．6 14．4 16．9 21．5 20．3 19，0

資本支出 6．1 5－1 2，8 5．8 7－0 6．9 6．9

財政収支 一10．8 一8．0 一4．1 一4，5 一6．9 一3．1 一2．O

　　　（出所）IMF統計

partment　for　Industria1and　Commercia1Sector，およびDepartment　of

Agricultura1Sectorを統合して，General　Department　ofTaxationを創

設し，その地方部局をすべての省（provinces）とDistrictsにおいたこと

が重要である・省以下のタックス・オフィスの管理，人件費をすぺて中央の

負担として徴税機能の強化が図られた．ベトナムでは徴税は，地方の税務署

の所轄となっている・この改革によって，わが国の国税庁のように中央の省

庁が税務を中央集権的に管理するようになったわけではないが，地方の税務

担当職員は中央の所轄とすることで，徴税強化を図ったのである．

　実際，地方を訪問するとGeneral　Department　of　Taxationは，機構的

に中央政府直轄となり，そのオフィスも地方の人民委員会の建物とは別にな

っている。しかも・地方の他のオフィスと比べて数段立派な建物である．ベ

トナム中部の古都，フエの税務署を訪ねる機会があったが，新築で，中庭に

は日がさし・立派な装いであった．設備をよくする代わりに，集めるべきも

のを集めるということかもしれない．

　こうした一連の改革によって，ベトナムの財政がどのように変化してきた

かを検討する．表3－3は，GDP比でみた財政改革以降の歳入と歳出の変化

を不したものである．この表から明らかなように，ベトナムの財政規模は拡

大している．GDP比でみて，歳入が20％を超え始めた．歳入増加に寄与し

ているものとしては，石油からの収入，および合弁企業からの利潤税もある

が・税制改革の効果としては，特別物晶税を中央政府の独自の収入として徴
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　　　　　　　表3－4　資本所有形態別にみたGDPの構成比率　　％

所有形態 1990 1991 1992 1993 1994

合　　蕎十

国家 32．5 33．3 36．2 39，2 40．2

国家外 67．5 66．7 63．8 60．8 59．8

製造業

国家 62．8 63．5 64．7 65，7 65．2

国家外 37．2 36，5 35．3 34．3 34．8

Source：Genera］Statistica10術ce，Statistical　Yearbook，1994－p－74

収していること，関税局の改善を図り，輸出・輸入税が増大し始めたことを

あげることができる．いずれにせよ，89年以降のこの税収増加は，ベトナ

ムの市場経済化への道のりの中できわめて重要な一歩であったことは確かで

あろう．一

　このように近代的な税制への第一歩が始まったといえるが，税制の実質は・

国営企業依存であることは否めない．しかも，社会主義時代の上納金を母体

とする売上高税と利潤税は，ともに税率が社会主義国時代の名残を残したま

まで，重工業優遇となっており，資源配分上も望ましくない．とくに，売上

高税では，税の累積（カスケーディング）が大きな問題となる．また，物品

税と売上高税とが並存するときは，税負担が極端に大きくなるという問題も

ある．国営企業には，そのほか国から提供された資本に対して資本利用税が

課せられる．また，最近年では減価償却費は企業の手元に残されていると言

われているが，改革以後も減価償却税として国に徴収されていた・

　こうした財政の国営企業依存の実態は，統計的にも明かである．表3－4は，

資本の所有形態別にみたGDPの構成を示したものである．89年以降の改革

の中で民問資本による生産が拡大したかのように思われたが，依然ベトナム

では国営企業が大きな役割を担っている．その特徴は，製造業でとくに顕著

であり，海外との合弁事業の多くも実は，国営部門との間で行われている．

　表3－5は，資本所有形態別に実質生産額の増加率をとり，石油を含む場合
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嚢3－5資本所有形態別実質生産額の増加率

（13）

所有形態 1990 1991 1992 1993 1994

暫定値

合　　　計

国　　　家 2．5 8．6 124 11．5 12，6

石油を除く 一7．7 3，O 8．8 11．7 13．6

国　家　外 6，4 4．7 6．8 6．2 6．7

製　造　業

国　　　家 2．9 9．0 14，O 13．1 14．0

国　家　外 一5．9 一1．0 1O．1 14．7 17．1

石油を除く 一1．7 6．6 5．4 9，8 12．8

表3－6GDP比でみた国営企業からの税収の推移　　　　％

1989　　　　　1990　　　　　1991

　8，4　　　　　　8，6　　　　　　15．0

（出所）1MF統計

1992

19．O

1993　1994　1995
　　　　暫定値　　予算

21，0　　21I2　　19．9

と除外した場合の国営部門と非国営部門とを比較したものである．この表か

ら，石油を除いても，国営部門の伸びが非国営部門より大きいことがわかる．

この表はまた，89年の緊縮財政のなかで，べトナム経済が失速した様子と

その後の回復の経過も示している．

　こうした一連の改革のなかで・国営企業からの税収が大きく増加した．表

3－6は，GDP比でみた国営企業からの税収の推移を示したものである．国

営企業からはすでに述べたように，さまざまな形で税や資本の使用料などを

とっているので，国営企業の国庫への貢献額を完全にとらえることは，困難

であるが，ここではIMFの財政統計から国営企業からと思われる項目を取

った．

　この表から，89年以降のベトナムの財政改革の実態をうかがうことがで

きる．さきに掲げた，歳入のGDP比とこの表を比ぺればすぐ理解できるよ
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　　　　　　表3－7付加価値比率でみた部門別税負担（1990年）　　　　％

　　　　農業および非国営部門　　　　　　　　国営製造とサーピス業

　　農業　非国営工業・サービス業　石油を含む　石油を除外した場合

　　　1．6　　　　　6，0　　　　　35，5　　　　27・4

　　（出所）世界銀行（1992），59ぺ一ジ．

うに，財政改革の過程でベトナムでは，歳入のほとんどを国営セクターから

あげてきたと言ってよいであろう．価格の自由化，補助金の削減にともない

ベトナムの国営企業は，深刻な採算の悪化に苦しんでいるが，そのなかで税

負担はかなりなものになっていると思われる．おそらく・そうしたなかで，

さまざまな節税・脱税工作も誘発されていることと思われる．

　民間部門の成長促進や，優良国営企業の民営化など，本来市場経済化のな

かで行われるべき政策が行きづまっているなかで，財政赤字を避けるために

は，歳入の面でも国営企業への依存を高めざるをえない．これが，ベトナム

の現状だと思われる．そこで，国営企業の経営と税負担を明らかにすること

が，ベトナムの市場経済化の実態を知るうえでも，非常に大切な課題となる．

少しデータは古いが，世界銀行（1992）の資料によってこの点について述ぺ

る．

　表3－7は，付加価値に対する税負担を示したものである．90年と91年に

わたって農業税が50％カットされていたという特別な事情があったとはい

え，農業への課税は低い．また，非国営部門から税収をあげることも困難な

ようだ．それに対して，国営部門からは付加価値の30％近くもの税収をあ

げている．ここでもまた，ベトナムの財政が国営部門への課税によって支え

られていることをうかがうことができる．

　市場経済への移行において，財政をどのように強化して，国内の資源動員

を図るかは，移行経済のかかえた最大の課題の一つであろう．ここでは，国

営企業のてこ人れによってこの問題を乗りきろうするペトナムの取り組み姿

勢に焦点をあてて述べたが，今後さらに検討を深める必要がある．限られた

国内貯蓄，インフレを引き起こさないという政府のコミットメント，および
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経営の行きづまった多くの国営企業をかかえた中で，財政を通じた資源動員

がどのようにしたら可能であるか．国営企業の経営実態の把握とともに，べ

トナム経済の今後をさぐるうえできわめて重要な検討課題である．

　こうした国営企業への財源の大きな偏りの是正をもっとも重要な課題の一

つとして・税制改革フェーズ2が，95年以降浮上している．基本的には，

売上高税を付加価値税（VAT：Va1ue－Added　Tax）で代替し，課税べ一ス

の拡大を図り・税率も簡素化して，価格歪曲効果を少なくすることを目的と

している・セメント企業などを対象にVATを実験的に試行しているようで

あるが，どのレベルの中小業者にまで適用できるかは，帳簿管理，コンピュ

ータによる納税管理にかかっている．また，上に述べたように，ベトナムで

は税は地方が取るというのが前提であるから，地方の税務担当者の徴税努力

をどれほど喚起できるかが，VATの導入にあたり，きわめて重要な課題と

なる、これはまた，後述のように中央と地方の財源配分とも深く関わってい

る、

　そのほか・利潤税の改革と称して，海外直接投資への課税強化が検討され

ている・これは・これまでの海外企業への優遇を取りやめ，直接投資による

所得への課税を国内企業の所得税率と同一にしようというものである．おお

まかに言えぱ，海外直接投資への25％課税を，国内の35％レベル程度

（32％）に引き上げることを目的としているようである．ベトナムのような

海外投資受け入れの後進国においては，海外からの投資を促進できるのなら，

まだまだ「優遇」税制は続ける必要があると，東南アジァ諸国の経済成長を

見てきた目には映る・しかし・ベトナムは取締役会議における全会一致の規

約などに端的に示されているように，外国企業に対してさまざまな面で用一こ・

深い態度をくずしていない．

　税制改革の第3の柱として，個人所得税の強化も調われている．個人所得

の捕捉の困難さと，ベトナムの所得水準の低さを考えると，この改革の真の

ねらいは海外駐在員への課税強化ではないかと疑わせるが，年収5000万ド

ン（約50万円）を課税最低限として，最高40％の税率をかけることを計画
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しているようである．最高税率の適用される所得についてはいくつか試案が

あるようだが，高くても年収10億ドン（約1000万円）程度である．したが

って，日本からの駐在員であれぱ，平均税率が40％近くになる可能性があ

る．ここでもまた，外国企業に対するべトナムのきびしい視線を感じざるを

えなし・．

　このような改革が目下進められており，将来的には付加価値税，利潤税

（今後，法人所得税と呼ばれるようであるが）を中心として税体系となるで

あろう．しかし，こうした改革が進んでも，AFTA加人などによる経済の

開放化によって，現在最大の税収項目となっている，輸出・輸入税による税

収が激減することも考えられる．そして，減収部分を個別物品税で代替する

ことが域内貿易憤行に照らして可能か，などの問題も残る、したがって，ベ

トナムの租税政策には，まだまだ不確定な部分が多く残されているといって

よいであろう．

　また，ベトナムの税制に関してヒアリングを重ねる度に・納税協力の低さ

に話が向かう．ベトナム人には，複雑な問題を一言で言い抜ける優れた才能

があるが，その一つに，“By　the1eadershipof　Ho　Chi　Minh，we　can　goan・

ywhere．”というのがある．実際，経験した光景であるが，飛行場に入る時

など，運転手は正規の入港料金の代わりに，小さな額の紙幣を渡し・検問官

はそれを平然として受け取っている、実は，ベトナムの紙幣には，100ドン

から5万ドンにいたるすべてにHoChiMinhの顔が印刷されている・こ

の言い回しの妙は，Ho　Chi　Minhの顔をさっと見せれば・どこにでも行け

る．つまり，正規の税金は支払わなくてもいいという点にある・脱税が社会

的に，ゲームのように語られているのである．こうした風土，そして税は地

方が集めるという制約，しかも農業をはじめ，ほとんど小規模な納税者から

なる経済で，今後納税協力を高めることには，大きな困難がともなうであろ

　う．
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3－2歳出管理

　歳出管理でも，税金の場合と似て，行政モラルの問題がある．ベトナムで，

は，歳出を経常支出（current　expendime）と投資支出（capital　expendi－

ture）に分類している．このうち投資支出は，日本の公共投資よりも広い概

念で，国営企業への資金供与なども含む．ベトナムでよく指摘されるのは，

この資本支出のかなりの部分が漏れてしまうということだ．この分野の専門

家からのヒアリングによると，資本支出のうち30％以上は，この漏洩にあ

たるという．こうしたことは，歳出管理以前の問題であるが，そうした経済

的な風土のなかで，われわれが問題を論じていることを忘れないことは大切

である．

　さて，財政全体の観点から，歳出管理でとくに問題となるのは，その査定

がきわめて中央集権的に行われていることである．一般行政費用（General

administration），教育，保健・医療などの各項目については，職員数，生

徒数・人口などにより単価が決められていて，それから経常支出の総額が決

定される．そして，地方政府の事業として，それ以上に大切な資本支出は，

中央の役所との交渉となる．われわれのインタビューした地方の省の財政局

長は，この交渉のためにハノイの役所に何回も足を運ぱなくてはならないと

述懐していたが，この交渉は地方にとってまさに死活の問題である．

　このように，経常支出と資本支出の両方の面で地方の予算は，中央に握ら

れている．さらに，資本支出には，中央政府が直轄で行う部分がある．した

がって，中央政府は，地方と中央の投資の両方を管理することによって，地

方に影響力を行使しているのである．その結果，地方の歳出決定に透明性が

欠け，すべては国のさじ加減に近い状態となっている．

　この点に関してわれわれに強い印象を残しているのは，クアンガイ省で計

画されている，国家的なプロジェクトともいえる石油精製事業である．クァ

ンナム・ダナン省の南にあるこの省は，ベトナム中部でもとくに貧しいこと

で知られている．この土地はまた，ベトナム戦争の激戦地の一つでもあり，

アメリカ兵による村民虐殺で有名となったソンミ村事件もここで起きている．
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このような貧困，そしてその原因の一つである，戦争被害への配慮，さらに

一説によると，有力政治家の御膝元でもあるという理由も重なって，クアン

ガイ省では，他の省と比べて破格の資本投資予算がついているのである．こ

のように歳出面において，中央政府の裁量の余地がきわめて大きいのがベト

ナムの特徴といってよいであろう．

3－3政府間財政調整

　このように，改革以前と比べて中央の管理がききだしたとはいえ，地方が

主体となっている徴税機構と，中央の圧倒的な権限のもとにある歳出管理の

二つの上に，ペトナムの財政は動いているのである．税はとれても，歳出は

がんじがらめになっている、すなわち，歳出と歳入が連携していないために，

ベトナムの財政は地方にとっても，中央にとっても機動力の欠けた，双方に

とって望ましくない状態となっているのある．この点を，以下，歳入が歳出

を超え，中央に資金を移転している省と，中央政府から資金移転を受けてい

る省，および中央政府にわけて考える．

　ベトナムには53の省があるが，このうち税を支払っているのは14省で，

1994年では，ハノイ，ハイフォン，クアンニンの北部の3省と，あとはホ

ーチミン，ドンナイ，ソンベー，カントーからなる南部の各省である．これ

らの省では，土地利用税（1and－use　tax）などからなる地方固有の税収と，

売上高税や利潤税などからなる，国と地方の共有税の一部で，中央の決めた

歳出をまかなっている．歳出割当は，地方の必要性から考えればはるかに少

ないが，その額を自ら決めることはできない．共有税の収入が伸びれば，そ

の一部は「ボーナス」となって裁量可能な予算となるが，中央もその点は考

えていて，毎年収入見積を検討しなおしたり，税収の増大の見込まれる税目

の地方還元率（これをベトナムでは，hamonization　rateとよんでいる）

を低くするなどの措置を施している．しかも，歳出のみならず，こうした共

有税の還元率もすべて，政府間の交渉で決まっている．

　こうした中央と地方の間のルールなき財源調整の結果，「豊かな省」では
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歳入増加のインセンティブを失うことになる．歳入をふやしても，政府は次

の年に歳出の増額を認めないで，還元率をカットするかもしれない．そうな

れば，歳入増加のために，さらに大きな努力を払わなけれぱならない．

　一方，地方固有税収と共有税の総額を歳入に繰り入れても歳出に満たない

状態となっている省では，この差額部分が，中央政府からの資金移転となっ

ている．90年の税制改革で，1OO％中央政府の取分となる中央固定税収が設

けられ，輸出・輸入税と特別物品税（一部の省では，天然資源税，natura1re－

SourCe　taX）は，歳入額に関わりなく中央税収となったが，これによって中

央の財源はかなり強化された．しかし，このことは，財源を中央に依存する

省にとっては，少ない税収がますます少なくなることを意味し，税収を増大

させようというインセンティブを喚起することはなかった．そもそも，自前

の税金をすぺてかき集めても，中央からもらう歳出に足りない限り，「貧し

い省」では歳入増大のための努力を払わないであろう．

　こ一のように，「豊かな省」も「貧しい省」も歳入を増大させるインセンテ

ィブを欠いた状態で，中央政府は，各省と毎年，歳出と歳入の交渉を続けて

きているのであるIすでに述べたように，歳出では，地方にとってはたんに

地方政府に認められた資本支出だけでなく，中央による資本支出も重要な役

割を持つため，この交渉内容は，ますます不明瞭になっている．そして，各

省が自助努力で豊かになろうという意欲がますます遠くなっているのである．

　結局，税の徴収と歳出の決定が切り離され，その上に地域間所得配分を理

由に政府間の資金移転が行われている結果，そうでなくてもきびしい財政が，

ますますきびしいものとなっているのである．すなわち，現行の仕組みのも

とでは，豊かな省も，貧しい省も，中央政府もすべてルーザーなのである．

こうした，三すくみの状態から脱するために，96年4月にようやっと予算

法が成立した．しかし，1991年の年央から，鳴り物入りで検討の行われた

予算法ではあったが，再三の延期を経て，96年に成立したものは，中央と

地方の財源配分の方法を3年から5年間一定として，その間の徴税努力によ

る増収部分の一部を地方にとどめることにしただけで，中央と地方の財政調
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塞3－8地域別，人口，GDPおよぴ財政指標（1992年）

~~l ~~ A[l~J*ji~~ GDP ~1J~~ i~ittl~1*I~~ 

North Upland 17.4 12.7 9.l 16.9 18.3 

Red River Delta 19.9 19.l 23.2 18.3 18.2 

North Central 13.7 8.3 5 .8 9.8 ll.O 

Central Coast l0.2 7.4 7.1 9.8 9.3 

Central Highlands 4.1 3.2 2.2 4.3 3.9 

Southeast 12.4 27.l 37.4 23.5 22.l 

Mekong River Delta 22.4 22.2 15.2 l 7.5 17.3 

（出所）世界銀行（1995），160－165ぺ一ジより作成．

整についてなんら抜本的な改革の遭を示したわけではない．実際，われわれ

のヒアリングした限り，この予算法によって，以上述べたベトナムの地方が

かかえたディス・インセンティブの構造が変わったとは考えられていない．

　ベトナムの中央と地方の財政関係のデータは，きわめて限られている．最

近（96年10月），地方分権をテーマにした報告書が世界銀行から出版され

ている．ここでは同様のデータの載づている世界銀行（1995）の報告書から，

ベトナムを7つの地域に分けた場合の，地域の特徴と地域間の財政調整の実

態について述べる．

　7つの地域区分は，ベトナム人自身が行っている区分で，North　Up1and

（クアンニン省を含む），RedRiverDelta（ハノイ，ハイフォンを含む），

NorthCentral（フエを含む），CentralCoast（ダナンを含む），CentralHig・

hlands，Southeast（ホーチミン，ドンナイ，ブンタオなどを含む），

MekongRiverDelta（ロンァン，カントー，アンジャンなどを含む）から

なっている．

　表3－8は，各地域の人口，GDPおよび歳入・歳出などの地域問の比率を

示したものであり，引き続く表3－9は，地域間財政調整に関連した指標を示

している．この2つの表から，ベトナムの地域の経済格差を読みとることが

できる．と同時に，ベトナムにおける地域問の財政調整がきわめて大規模に
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表3－9地域間財政調整（1992年）

（21）

F
t
 

~l ~~ 
-A~)t: D GDP ( P y) ~:A}C~f~r~~:d:i ~:~~a)~fJ~(~6) ~:A ,C~~Tt ~ ~:~ ~{:~~a)~J*j~~?(~~;) 

North Upland 332 43.0 31.4 

Red River Delta 438 - 39.2 12.2 

North Central 278 28.7 29.5 

Central Coast 332 5.5 20.4 

Central Highlands 354 48.7 27.4 

Southeast 1002 -51.8 9.2 

Mekong River Delta 452 - 1 1.5 17.7 

　（出所）世界銀行（1995），160－165べ一ジより作成．

なされていることがわかる、

　圧倒的に豊かである（といっても，一人あたり所得が年間約10万円程度

であるが）ホーチミン，ドンナイ，ブンタオ，ソンベなどの省をかかえる南

東地域では，歳入の50％を超える部分を中央に提供している．ハノイ，ハ

イフェンのある紅河デルタでは，その比率はほぽ40％，そして米どころで

あるメコンデルタでは，歳入の10％程度をその他の地域に供出している．

それ以外の地域は，財政移転を受ける側であり，歳入の40％の移転を受け

ている地域もある．

　こうした財政調整指標と並んで，ここでは，歳入からどれだけの資本投資

を行っているかを求めた．ベトナムのように適路などのハード面でも，教育

などのソフト面でもインフラの大幅に立ち後れた国では，地域の「豊かさ」

を間わず，資本投資が必要であると思われたからである．結果は，そうした

考え方とは異なり，豊かな地域への投資よりも後進地域への投資配分を優先

したものであった．このように，一人あたり所得が，最貧国に近い状態であ

っても，地域問で相当の財政調整を行っているのが，ベトナムの地方財政の

実態であると言えるであろう．
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4　ベトナム財政の課題

　　以上，89年の改革にいたるまでの，補助金支出とそれにともなう財政

赤字，インフレに悩まされ続けたベトナム財政を検討した後，改革の実態に

ついて論じた．入手できる限られた資料やデータを使って，ベトナムの経済

改革とそのなかで重要な役割を担ってきた財政政策の推移を可能な限り数量

化することを目指した．最後に，そうした検討を通じて浮かび上がって、くる

ベトナム財政の今後の課題について，以下3点にわたって述べたい．

　まず第1に，国営企業，集団企業，民問・個人企業などマルチセクターの

共存・成長を図るというドイモイのかけ声とは裏腹に，国営セクターへの傾

斜的な配分が行われてきた．財政もまた，そうした流れのなかで，国営企業

への依存度を高めながら，強化されてきた．

　ベトナムをとりまく経済環境は厳しい．低廉な労働という点では，中国が

ひかえ，また海外からの投資受入れ促進の面でも，アセアンの諸国が強力な

競争相手として存在する．なかでも，フィリピンやミャンマーなど，ベトナ

ムと正面から海外直接投資の受入れを競う国も存在する．そうしたなかで，

ベトナムはいつまでも，市場経済化を先送りする時間的な猶予は，なくなっ

てきた．

　これはまた，財政とも深く関わっている．これまで財政は，投資資金の配

分と，売上高税や利潤税などを通じて国営企業と深く関わってきたが，今後

そうした歳出と歳入の両面で国営企業への依存を続けていくことは困難とな

るであろう．市場経済化を見据えた，投資資金の配分のあり方と，新しい歳

入構造を検討しなくてはならない．

　第2の課題は，国と地方の関係である．89年の改革以降，ベトナムでは

両者の関係は，それまでの歳出と並んで，歳入の面でも国による地方の管理

が進んだ．その結果，「豊かな地方」も「貧しい地方」もともに，歳入を増

やし，自主的にそれぞれの地方のインフラや教育などの整備をはかるインセ

ンティブが阻害されている．1996年に国と地方の関係を定めた予算法が制
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定されたが，国と地方の財源配分について明示的なルールを示したわけでは

なく，ここでも問題は先送りされている．

　第3の問題は，国と地方の財源配分にも関係しているが，ベトナム政府が

掲げる地域間の所得平等化政策のもとに，南部など一部地域からその他の地

域に相当の資金移転が行われていることである．第2の課題でも述べたよう

に，そうした資金配分の方法が，国による地方の管理強化によるため・自主

財源を持たない地方は，歳入増大の意欲を欠いたままである．また，ベトナ

ムの貧困を考えると，投資資金の過度の地域分散は，投資効率と今後の経済

成長にもマイナスの影響を及ぼす．ベトナムの経済発展にとって，今後きわ

めて重要な影響を及ぼすと思われるこの問題について，地域間の投資配分と

経済成長の関係を含め，実態に即した経済分析が不可欠であろう．

　＊　本稿の執筆にあたり「科学研究費（中核拠点形成プロジェクト）」から助

成を受けた．謝意を表したい．
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